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告　　　　示

○愛媛県告示第659号
　次のとおり落札者を決定した。
　　令和８年６月２日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入札公告日

愛媛県総務系事務の処理に係る労働
者派遣業務委託（令和８年６月から
令和９年３月分）一式

愛媛県総務部総務
管理局行政経営課
総務事務管理室
愛媛県松山市一番
町４丁目４番地２

令和８年５月７日
株式会社パソナ　パソ
ナ・松山
愛媛県松山市一番町４
丁目１番地１

64,707,685円 総 合 評 価
一般競争入札 令和８年３月24日

○愛媛県告示第660号
　次のとおり随意契約の相手方を決定した。
　　令和８年６月２日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

えひめ結婚支援センターの
運営および結婚支援連携推
進事業委託業務（令和９年
３月31日まで）　一式

愛媛県企画振興部地域
未来創生局少子化対策
・男女参画課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和８年４月１日
一般社団法人愛媛県法人
会連合会
愛媛県松山市大手町２丁
目５－７

60,901,801円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第372号）第11条
第１項第１号の規定による

○愛媛県告示第661号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和８年６月２日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

道路の種類 路　　線　　名 供　　　　用　　　　開　　　　始　　　　の　　　　区　　　　間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町菅生158番１から

同町菅生160番19まで
令和８年６月２日
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公　　　　告

○公　告
　　　クリーニング師試験の施行について
　クリ－ニング業法（昭和25年法律第207号）第７条第１項の規定
による令和８年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。
　　令和８年６月２日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　試験の日時
　　令和８年９月３日（木）午前９時
２　試験の場所
　⑴　学科試験

　　　松山市三番町７丁目６－９　愛媛県薬剤師会館
　⑵　実地試験
　　　松山市三番町７丁目６－９　愛媛県薬剤師会館
３　受験願書の提出期間
　　令和８年７月21日（火）から８月４日（火）まで。ただし、郵
送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４　受験願書の提出先
　　県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者
については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５　その他
　　受験についての必要事項は、受験票により指示する。

選挙管理委員会告示

○愛媛県選挙管理委員会告示第44号
　不在者投票のできる施設の指定（平成22年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。
　　令和８年６月２日
� 愛媛県選挙管理委員会委員長　三　好　賢　治
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１　省略
２　介護老人保健施設

名称 所在地 指定年月日

省略

省略

３～６　省略

１　省略
２　介護老人保健施設

名称 所在地 指定年月日

省略

介護老人保健施設合歓の木 松山市古三津三
丁目５－５

平成20年３月
14日

省略

３～６　省略

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前


